
平成 29 年度第１回高知県地域医療構想調整会議事録（中央区域 仁淀川部会）

１ 日時：平成 29 年 11 月 7 日（火） 19 時 45 分～20 時 30 分

２ 場所：すこやかセンター伊野１階 食生活改善教室

３ 出席委員：田村委員、山﨑委員、廣瀬委員、田中委員、森田委員、松浦委員,

松岡真弓委員、浦口委員、小野委員、近岡委員、織田委員、岡本委員

高橋委員、澁谷委員、伊藤委員、大野委員、岡﨑委員、田村委員、

山本委員、國貞委員、近藤委員、松岡委員、小松委員、田中委員、

成田委員、戸梶委員（高知県保険者協議会からの代表委員）

<事務局> 医療政策課（松岡補佐、濵田チーフ、原本主幹）

（事務局）お待たせしました。それでは、引き続きまして、ただ今から平成２９年度第１

回高知県地域医療構想調整会議 中央区域仁淀川部会を開催させていただきます。健康政

策部医療政策課、濵田と申します。

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、まことに

ありがとうございます。また、当会議ですけれども、会議次第、委員名簿にありますよう

に、保険者協議会のほうから戸梶委員にご参加していただいております。よろしくお願い

します。

それでは、会の開催に先立ちまして医療政策課課長補佐、松岡よりご挨拶申し上げます。

（事務局）医療政策課の松岡と申します。開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、中央西地域在宅療養推進連絡会議の場をおかりしまして、平成２９年度第１回

中央区域 地域医療構想調整会議仁淀川部会を開催させていただき、ありがとうございま

す。

また、出席いただきました委員の皆様には、お忙しい中、お時間をいただいて感謝を申

し上げます。

地域医療構想調整会議につきましては、２０２５年を念頭に、地域における医療体制を

協議する場と位置付けられており、昨年度に引き続き本年度も開催させていただくことと

しております。なお、今年度の開催数に関しましては、昨年度の会議の中で年１回と申し

上げましたけれども、国からの要請等もあり、２回の開催とさせていただきたいと思いま

すので、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

本日の議題といたしましては、地域医療構想調整会議の今年度の進め方や中央区域の病

床機能の報告の状況。また、地域医療介護総合確保基金による事業の概要等につきまして、

まず、ご説明を差し上げます。続いて、今年度は、第７期保健医療計画の策定年度となっ

ております。その中で、第７期の要点のひとつに医療と介護の連携があげられております



ので、その概要を、そして、地域医療構想が保健医療計画に内包されるかたちとなります

ので、２０２５年に向けた病床の転換数の考え方や在宅医療等のサービスの必要量等につ

きまして、ご説明を差し上げたいと思います。また、療養病床等の在り方に関する国の検

討状況について情報提供をさせていただきたいと思っております。

最後に、この議事にはございませんけれども、先日、高北病院の病床機能の転換につい

ての会議を各部会の、この中央区域の部会の議長様、それから、利害関係者である医師の

委員の皆様にお集まりいただきまして開催させていただいたところであります。今回は、

その結果についてご報告を最後にさせていただきたいと考えております。

本日は、在宅療養に引き続いての会議となりまして、お疲れのところと思いますけれど、

最後までどうぞよろしくお願いいたします。

（事務局）本日の資料の確認ですけれども、事前にお送りしていました資料を本日お持ち

いただいているかと思います。また、別途、本日お配りしました、右肩上に報告事項とし

て書かれている資料をお配りしております。お持ちでない委員の皆様には、事務局までお

知らせいただきたいと思います。

高知県地域医療構想会議中央区域仁淀川部会資料とある資料となります。

それでは、以後の進行につきましては、田村議長にお願いしたいと思います。

（議長）はい。それでは、早速、議題に入ります。

事前に配布をされております資料（１）から（５）の項目、及び、先ほど課長さんから

説明がありました本日の追加報告事項としまして、過剰な病床機能への転換に関する協議

のため開催されました、この中央区域の地域医療構想調整会議について、一括して事務局

のほうから説明をお願いします。

（事務局）医療政策課で地域医療構想を担当しており原本と申します。自分のほうから、

先ほどの資料のこちらの１から５の項目について説明させていただきます。座って説明さ

せていただきます。

資料の１ページ目をお開きください。

まず、地域医療構想調整会議についてということで、申し訳ありません、１枚目の資料

につきましては、昨年、開かせていただきました資料の振り返りになりますけれども、現

状の地域医療構想調整会議の体制について振り返りでご説明させていただきます。

現状、こちらのほうの資料の下の四角囲みで構想区域別に、幡多・高幡・中央・安芸と

ありますけれども、中央区域につきましては、その中の黄色い部分になりますけれども、

４つの部会に分けて合計７つの調整会議において調整会議を進めさせていただいておりま

す。

次のページを、続きまして、２ページ目をお開きください。



上の地域医療構想の実現のプロセスですけれども、実際に地域医療構想をどうやって進

めていくかということで、国のほうから新たに、どういうふうに進めていくかの方法が示

されました。

この中のステップ１から見ていただけたらと思いますけれども、まず、この調整会議に

おいて議論することをステップ１として進めていくべきだということ。ステップ２としま

しては、その中で病床転換等ある場合は、国のほうの財源、基金を使って、それを支援し

ていきますよといったこと。最後、ステップ３につきましては、この中で、どうしても過

剰な病床等に転換といったことが出た場合につきましては、医療法上の役割として、県が

発揮して、その病院等に行政勧告をして、そういうかたちにならないようにといったこと

もすべきであるといったことも示されております。

ただし、このステップ３につきましては、基本的には、なかなかやるような話ではない

と。まずは、ステップ１の調整会議において議論をする中で進めていこうと考えておりま

す。

続きまして、下の資料になりますけれども、これは調整会議の１年間のスケジュールを

まとめたものになります。先ほど、うちのほうの挨拶の中で説明させていただきました。

昨年度、年１回と説明させていただきましたが、この中の真ん中に国のイメージとありま

すが、国のほうでは、こういったかたちで年４回開催すべきということで示されましたが、

なかなか、４回はできないというところで、その間をとりまして今年度につきましては、

年２回というかたちで、今、１回目を開催させていただいているといったかたちになって

おります。

続きまして、３ページ目をお開きください。

調整会議の進め方としまして、県のほうで、新たにどういったところを取り組むかとい

うこと整理させていただいたものとなります。この中の２つ目の括弧の、具体的に進める

ための取り組みというところを見ていただけたらと思います。この中で、赤字で下線があ

る部分が、新たに整理するということで付け加えた部分になっております。

今までの分析等も進めながら、新たに、休床・非稼動の病床の状況の確認をすべきとい

ったこと。あと、地域における中心的な医療機関の役割を明確化すべきであるのではない

かといったこと。３つ目のマルで、療養病床の転換についての検討状況の共有といったこ

とをしていきたいと、そういったことを追加して整理させていただいております。

その中で、中心的な医療機関の役割の明確化とありましたが、その取り組みの一環とし

まして、この下のところに公的医療機関等２０２５プランということで、国のほうから今

年度の８月に、新たに、こういったプランを策定すべきということで、四角囲みの中に矢

印のところにありますが、この中で整理されておりまして、公的医療機関をはじめとした

これらの医療機関については、地域において今後担う役割等の方向性を率先して明らかに

し、地域で共有するといったことで、現状を示されて、この公的医療機関といいますのが、

本県で言いますと、高知大学とか、日赤とか、ＪＡ高知病院とか、地域支援病院でいえば、



近森病院といったところが、新たにこういったプランを策定すべきということで示されま

した。

この公的医療機関の中に公立医療機関は含まれていませんが、公立医療機関につきまし

ては、その前段で、既に新公立病院改革プランということで総務省からの通知で、プラン

自体は作成しておりますので、公立病院については、そちらのほうをこの調整会議等で議

論しながら、このプランを両方、議論しながら中心的な医療機関の役割を明確化していく

といったことが今後、考えております。

続きまして、４ページ目をお開きください。

病床機能報告についての説明になります。直近、一番新しいものが、２８年度の病床機

能報告になりますので、ちょっと古いかたちになりますけど、その中身について報告させ

ていただきます。この４ページ目の下にありますのが、２８年度の病床機能報告の状況を

グラフにまとめたものになっております。これは県全体の数値となっております。左から、

高度急性期、２０１５と２０１６を見ていただけたらと思いますが、若干増えており、急

性期つきましては減っております。回復期については若干増えており、最終的に、慢性期

についても若干増えているといったかたちになっております。

こちらの中で、慢性期につきましては、中身を確認しましたら、病床自体が増えている

というよりは、去年、未報告だった医療機関が新たに報告したというところで増えている

といったところになっております。

続きまして、５ページ目をお開きください。

５ページ目、上が、構想区域別にそれをグラフにしたものになっております。仁淀川区

域につきましては、中央区域になりますので中央区域の部分を見ていただけたらと思いま

すけれども、基本的に、県全体でも、かなりの部分がこの中央区域が網羅しておりますの

で、先ほどの県全体の動きと同じ動きをしております。

その中で、下のほうにいっていただけたらと思います。２８年度の病床機能報告の実際

の病院別の一覧をまとめたものが、仁淀川部会の分についてまとめたものが、この表にな

っております。

基本的には、この一番下のところを見ていただけたら、仁淀川サブ区域合計のところと、

下に２７報告とあります。その数字の計を見比べていただけたらと思いますが、若干回復

期が増えており、慢性期が減っているといったかたち。ただし、大きな動きは、まだない

といったかたちになっております。

右側を見ていただけたら、その中でも、今回ちょっと追加させていただきましたが、療

養病床の内訳を追加させていただいております。この意図としましては、今後、既に皆さ

ん、ご存知かと思いますけれども、介護療養病床は６年間の経過措置を経て廃止の方向と

示されておりますので、この単純に見比べていただけたら、病床がこの部分、減るという

ことも近い将来起こってくる可能性があるということで、ちょっと、そこも考慮いただけ

たらということで、こういうかたちで示させていただいております。介護療養病床の計で



すと、２３７床で、医療療養の基本料２につきまして９８床あるといったかたちで、そう

いったことも考慮していきながら今後は考えていかなければならない、いただくことにな

ります。

続きまして、６ページ目をお開きください。

６ページ目の上段につきましては、先ほど、休床・非稼動の状況の確認をしていくとい

ったことで、現状の病床機能報告で拾えるその状況について表にしたものになっておりま

すが、四角囲みの中を見ていただけたらと思いますが、２つ目のマルになります。非稼動

病床のうち公的医療機関等につきましては、最初に確認させていただけたらと考えており

ます。

ちょっと言葉足らずなんですけれども、非稼動を継続する場合は理由等確認とあります

が、こちらにつきましては、まず、国の方も病棟単位で、非稼動といったところは、確認

をまず、すべきといったところで、これにつきましては、なかなか無いのかなとは思いま

すが、そういったところから確認をさせていただけたらと考えております。

続きまして下のほうになります。実際に、この判断をする病床機能報告について追加的

な情報ということで共有させていただけたらと思います。現状、４つの機能で報告してい

ただいておりますが、その中で、一番下の点線囲みにもありますけれども、国のほうが、

特に回復期機能につきましては、リハビリテーションを提供しなくても急性期を経過した

患者へ在宅復帰に向けた医療を提供している場合には、回復期機能を選択できること、と

いうのを念押しして周知しているようなかたちになっております。

この意味につきましては、７ページ目を見ていただけたらと思いますけども、こちら、

国のほうが新たに通知した資料になりますけれども、この赤字の下線の部分を見ていただ

けたらと思いますが、上から２つ目の下線のところになります。やはり、先ほどの部分の

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けたリハビリテーションを提供する機能が回復期

という認識がなかなか不十分なので、実は、急性期や慢性期と報告されているようなもの

があるんじゃないかといったことが示されています。

その下に、また赤字で下線部分がありますけれども、現時点では、全国的に回復期を担

う病床が大幅に不足している状況ではないと国の方も考えてきていることが示されており

ますので、先ほどのようなかたちで、国の方も、回復期でも報告するというのをもう１回

検討してくださいということで、より周知していくというかたちになっております。県と

しましても、こういった周知を行うとともに、より詳細な分析を行っていきたいと考えて

おります。

また、病床機能報告自体が、すごく基準が曖昧で、どの機能かというところが、なかな

か難しい部分があります。国のほうも、そういった部分を検討して修正等を重ねていくと

思いますので、そういった部分については周知していきたいと考えております。

続きまして、８ページ目をお開きください。

先ほどもありました地域医療介護総合確保基金についての説明となります。こちらにつ



きましては、この下の資料に平成２９年度の配分額、青色の囲みの中である部分につきま

してですが、２９年度の配分額につきましては、下のところを見ていただけたらと思いま

すが、最終的に６６００万円ほどの不足となっております。

基本的には、配分方針の部分にあるとおり事業区分Ⅰということで、病床の機能分化に

特化した部分については満額で内示をいただいておりますけれども、その他の部分につき

ましては、なかなか厳しい状況となっております。

こちらにつきましては、９ページ、１０ページで、その基金による事業の一覧を載せさ

せていただいておりますけれども、かなり細かい部分になりますので、本日は時間の関係

もあって省略させていただきますので、また時間のある際に見ていただけたらと思います。

続きまして、１１ページをお開きいただきたいと思います。

４、第７期の保健医療計画について、になります。こちらにつきましては、現状、平成

２９年度までは、第６期の保健医療計画で動いておりますが、平成３０年度からというこ

とで、第７期の保健医療計画を今、県のほうで策定しております。その中で調整会議に関

係する部分につきまして説明させていただけたらと思います。

この中で、下のほうの資料になりますが、３番、地域医療構想につきましては、先ほど、

前段で説明した内容となりますので省略させていただきまして、４番の医療介護連携につ

いてという部分について説明させていただきます。

１２ページをお開きください。

上の資料になりますけれども、医療と介護の整合性及び協議の場についてということで、

先ほど、県のほうで、医療計画、今、３０年度に向けて策定中とありますが、この一番上

の赤字の下線部になりますが、医療計画と介護保険事業計画ということで、本日も委員の

皆様、おられますけども、市町村のほうでも今年度、３０年度からの計画に向けて介護計

画の策定をしている最中となっております。

といったかたちで、今回、医療計画、介護計画、同時期に策定しているということで、

その２つの整合性をもってお互いに計画を策定すべきということを協議の場で話し合いな

がら進めていくといったことが大きな指針になっております。

では、その中で、何を整合性をもってやるのという部分についての説明になりますが、

下の資料にいっていただけたらと思います。その中身につきましては、地域医療構想が関

係しますので、ご説明させていただきます。

昨年度、この中の資料のオレンジの四角囲みの中になりますけれども、高知県において

１２月に策定しましたが、地域医療構想ですが、地域毎の赤字にありますが、２０２５年、

団塊の世代が７５歳となるという２０２５年、平成３７年に向けて、病床の必要量を見え

る化、推計して見せるというかたちで示したものが地域医療構想となっております。

下の図を見ていただけたらと思いますが、その際に、２０２５年、平成３７年の病床の

必要量の一番下の部分になりますけれども、介護施設在宅医療等、約３０万人とあります

けれども、その整理をする際に、患者さんの状況を見た場合、病床というよりは介護施設



や在宅医療等でみるべきであろうという需要の患者数が全国で約３０万人いるといったか

たちで示されました。本県の地域医療構想につきましても、この部分の需要につきまして

は、病床の中で整理していないかたちになっています。

こちらの部分につきましては、今後は、介護施設や在宅医療等の中で整理していくとい

ったかたちが方向性として示されておりますので、今後、この部分をこの医療計画の中の

在宅医療の中で整理、プラスα介護計画のほうの施設分で整理していくといったことが、

この整合性のメインの部分になっております。

１３ページをお開きいただけたらと思いますが。

こちらにつきましては、その中の具体的な数字の推計方法を説明文で書かせていただい

たものになりますけども、かなり複雑になりますので細かい部分は説明を省略させていた

だきますが、一番上の四角囲みの２つ目の「・」を見ていただけたらと思いますが、先ほ

どの３０万人、全国の部分ですけども、その受け皿としましては、基本的には、在宅医療

と介護施設と外来医療の３つが考えられております。

県と市町村が両計画で何を整理するかというの、この図の中で、在宅医療、左手のとこ

ろに在宅医療と介護施設とありますが、そこに矢印で、協議の場において自治体間で按分

方法等を調整とありますが、在宅医療については主に医療計画、介護施設については主に

介護計画で、その対応すべき量を調整すべきということになっています。

今後、市町村等と調整を行いまして整理させていただきたいと思っております。その整

理させていただいたものについては、調整会議の２回目においても報告させていただけた

らと考えております。

続きまして、１４ページをお開きください。

１４ページにつきましては、医療計画の検討体制と全体のスケジュール感を載せさせて

いただいております。スケジュールのところを見ていただけたらと思いますが、その一番

上に医療審議会とあります。基本的には、現在策定中でして、予定としましては、その中

の１２月を見ていただけたらと思いますが、先ほどの上のほうに検討、５疾病５事業別に

色々な検討会で議論させていただいておりますが、そういったものをとりまとめさせてい

ただきまして、１２月に医療審議会にあげさせていただきまして、パブリックコメントを

経た後、その答申を２月にいただいて、最終的には議会に報告し、今年度内での策定をし

ていきたいと考えております。

続きまして、とびとびで申し訳ありませんが、最後の項目になります。５番、療養病床

等の検討状況について、になります。現状、来年、平成３０年度から、特に介護療養病床

等とかの部分で介護医療院の動きといったところがありますが、そういった状況について

の情報共有になっております。

まず、１５ページの下になりますけれども、こちらにつきましては、昨年度から今年度

はじめでの、その国の方の議論の振り返りになります。上のほうの療養病床の在り方に関

する議論の整理というのは、昨年度、国のほうでも、今後どうしていくかの部分を議論さ



れたもので、その結果としまして、１、２とありますけども、医療機能を内包した施設系

サービスと、２、医療を外から提供する居住スペースと医療機関の併設と、２つの、療養

病床の新たな転換先として２つの類型が示されております。

その流れで、下にいっていただけたらと思いますけれども、介護療養病床は６年間の経

過措置を経て廃止といったことも決まりまして、その転換先のひとつとしまして、新たに

介護医療院といったかたちが整理されました。これが、その具体の中身となっております。

１６ページを見ていただけたらと思いますが、現状、療養病床等の検討状況で、動きと

しましては大きく２つあります。ひとつが、先ほど言った介護医療院、１のほうですけど

も、その中身がどういったかたち、診療報酬等や要件等がどういったかたちで整理される

かと。

もうひとつが２のほうですけれども、先ほど、介護療養病床は６年間で終わりますよと

いった話をさせていただきましたが、医療療養病床の２５対１につきましては、まだどう

なるかという部分が決まっておりません。そういった部分は、今後どうなるかといった、

この２つが大きく、今、検討されている項目になっております。

その中で、介護医療院につきましては、その四角囲みの中を見ていただけたらと思いま

すが、その中の、特に転換支援、括弧書きの転換支援の部分を見ていただけたらと思いま

すが、赤字下線で、魅力的な選択肢を作るとともに既存の設備や構造がそのまま使えるこ

とが必須ということで、なかなか、病床から転換するとなればハードルも高いですので、

なるべくそういった設備等でハードルが高くないようなかたちで、今、議論されておりま

す。ちょっと上にありますけれども、構造、設備の部分とかでは、多床室の中でパーテー

ションとかで仕切った部分も経過措置として認めるべきといったことも議論されておりま

す。

続きまして、②の医療療養病床２５対１につきましては、２９年４月の中央社会保険医

療審議会の部分ですけども、その際には、介護療養病床等が６年間の経過措置、認められ

ましたので、医療療養についても、なかなかすぐに転換というのは難しい。なので、そう

いった６年間の経過措置を設けるべきではないかといった議論もされております。

その一方で、一番下に平成２９年８月の厚生労働省通知とありますけれども、厚生労働

省から通知されたもので、医療療養病床が介護医療に転換する場合は、介護保険事業計画

の総量規制の対象外といったことで、基本的には、下の矢印でありますが、医療療養病床

は介護医療院への転換は可能といったかたちで示されております。

最後に、その矢印の部分ですけれども、現段階、１の介護医療院の介護報酬や要件等や

②の医療療養病床２５対１の、今後の報酬等が経過措置で認められるかどうかにつきまし

ては、まだ詳細な議論が行われていない状況ですので、今年度、年度末に向けて、そうい

った議論が進められると思いますので、そういった状況につきましては、この調整会議で

も共有していきたいと考えております。

長くなりましたが、以上で、私からの説明を終わらせていただきます。



（議長）はい。ありがとうございました。続いて、追加報告をお願いします。

（事務局）引き続きまして、本日、お配りしました追加報告事項、過剰な病床機能への転

換に関する協議について説明させていただきます。

これにつきましては、佐川町立の高北病院さんのほうの病床の再編計画が、調整会議に

おける調整が必要な案件として出てきたものでございまして、委員の皆様方には９月末に

文書で紹介をさせていただいた件のご報告となります。

病床再編の計画の概要ですけれども、資料で示すとおり、現在、一般病床５０床、療養

病床４８床になっていますが、これを転換後としまして、一般５６床、療養４２床という

ことで、トータルの病床数としては９８床と変わりませんけれども、一般病床が６床増え

て療養病床が６床減るといったことがわかります。

この増える６床については、もともと５０床、一般病床５０床のうち地域包括ケアの管

理料を算定する病床、１０床ございましたけれども、それに６床プラスして１６床が地域

包括ケアの管理料を算定する病床となるものでございます。

これにつきましては、回復期を補う病床として６床増というところではございますけれ

ども、病床機能報告につきましては、病棟単位での報告となりますので、一般病床、これ

までも急性期で報告をしておりましたので、今回の転換によって急性期が６床増となる見

込みであることから、地域医療構想調整会議における協議が必要なものといったものでご

ざいます。

下の四角囲みの表にございますけれども、中央圏域の急性期につきましては、右端のＡ

－Ｂに書いていますけども、２１５９床、現在、過剰であるとされているような病床の機

能となっております。

次のページをお願いいたします。

調整会議につきましては、仁淀川部会、それと、仁淀川支部会を含めました中央区域全

体の調整会議として２回開催というかたちをとらせていただきました。このうち仁淀川部

会につきましては、利害関係者、病院の先生方に対しましては、直接ご説明したうえで、

また、それ以外の委員の皆様にも含めまして、全委員につきまして文書で９月末に紹介を

させていただきました。

その結果、部会が必要と書いていますけども、委員の承認、委員１名の条件付き、条件

については書いていますけども、これは、賛否は明らかにできないというご回答をされた

方が１名おられましたけども、それ以外の方は全員承認ということで、地域医療構想調整

会議の仁淀川部会としては、病床転換を承認というかたちにさせていただきました。

その後、１０月２５日に中央区域の調整会議を開催させていただきました。これにつき

ましては、利害関係者、病院の、主に関係者ですとか、各部会の議長を中心としたメンバ

ーで開催させていただきました。



この中から出て来た意見としましては、了とする意見、また、懸念を示す意見、２つご

ざいました。了とする意見につきましては、地域包括ケアの推進は重要な課題であること

から、回復期の今の病床が増えることは良いことであると考える。また、病床利用率が９

３％ということで高いということで、かなり苦労しているのではないか。そういったこと

もあって、地域の負担の転換になると思うので計画に賛成する。また、別の委員につきま

しては、この病床が有効に使われて在宅医療の推進に必要な病床であれば、転換に賛成す

るといった意見がございました。

一方で、病床転換の必要性については、資料を見て納得できた。ただ、今後、病床機能

の転換の計画が増えると思われる中で、公的な財政支援を受ける公立病院が最初であるこ

とは違和感を覚えるといった意見。また、別の委員からは、地域医療構想の方向性は、ダ

ウンサイジングであると。その中で、数合わせのようなかたちで慢性期から急性期への転

換はどうなのかと考える。

また、今回、６床増えますけれども、これにつきましては、ひと部屋あたりの病床数が

４床から５床になるということもございまして、入院患者の療養環境を良くするという方

向性、これまでの大きな方向性とは逆行するのではないかといったご意見、公立病院が、

このような転換の先例を作ることによって民間病院が暗に追従する懸念があるといった意

見がございました。

こういった意見をふまえまして、中央区域の調整会議としましては、病床転換の承認を

したところでございます。

ただ、この会議におきましては、懸念を示す意見が出たこともございまして、次のペー

ジに書いておりますけれども、添付しておりますけれども、当課医療政策課長から佐川町

病院利用管理者様宛に依頼文書というかたちで、こういった意見をふまえた、今後の病院

運営の取り組みをお願いするという文書を出させていただいております。

１つ目が、地域における在宅医療を支援する機能強化に努めること。２つ目が、入院患

者の良好な入院環境の維持に努めること。また、３つ目としまして、今後の地域の医療事

情に応じまして公立病院としての役割をふまえまして、適切な病床機能及び病床規模の見

直しをはかることと、この３点につきまして、依頼事項というかたちで通知させていただ

いたところでございます。

こういったかたちで、佐川町立の高北病院さんにつきましては、調整会議の中で議論を

深めまして承認いただいたところでございます。

今後、この病床転換にかかる、こういった案件につきましては、増えてくるようなこと

が考えられております。その中でどういった案件をするのか、こういったことをなかなか、

その都度はなかなか難しいという面もございますので、一度、一番上の会、医療審議会の

ほうでどういったかたちで進めていくのかという議論をふまえたうえで、この調整会議の

ほうにも、次回なりの調整会議の中でも報告していきたいと考えております。以上でござ

います。



（議長）ありがとうございました。

ただいま、事務局のほうからの説明につきまして、何かご質問がありましたら、お願い

します。

（委員）今回のこと、結構、反省すること、いっぱいあったと思うんですけど、医療審議

会の目安というか方向性というのはいつ頃、出て、決まるんでしょうか。

今年度中には一応、今後こういうふうにするというのは、決まるんでしょうか。

（事務局）この病床機能の転換にかかる考え方ですね。

今回、調整委員からいただきましたご意見のとおり、実際に昨年度、構想会議をつくっ

た時に、構想を作った時に、実際に予見できなかった案件が出て来てしまったというのが

正直なところです。それは、私共としましても、少し手抜かりがあったのかなと。

今回、そういったことがありましたので、全ての、まずは、部会のほうから、それから

中央区域まで、全ての利害関係のある委員さんにはお声をかけさせていただいた。ただ、

これは私共、非常に大変な作業でございました。これを来年度の報酬改訂以降、増えるこ

とについて対応していくのは基本的に無理でございますので、そういった面も含めまして

一定のルール作りを考えていきたいと思っております。

医療審議会につきましては、今年末、１２月に一度やりたいと思っておりますので、そ

の時に審議でお諮りかりをしたい。そのあと、年明けに、こちらのほう、大体、各地域に

おきましては、２回目のこの調整会議がございますので、そこでご説明させていただけた

らと。今年度中にルールは確定したいというふうに考えています。

（委員）いくつかの病棟で変えようかなという話を聞くことは聞くので、いや、そういう

のが、出てきた時には大変かなとは思うので、早目に決めていただきたいなとは思います。

周知徹底していただきたいなとは思います。

（事務局）はい。ありがとうございます。そのようにさせていただきたいと思いますし、

また、各保健所の方にも、実際にこの病床の変更というのは医事のほうがやっております。

本庁のほうでいいますと、医事薬務課がやっておりまして、そこで先につかんでいくんで

すけれども、今回、我々のところに来た時には、ただ、それは進んでおりまして、なかな

か後戻りできないとなった状況もございますので、そのあたり、私共の組織内でも情報共

有を素早くするということで進めさせていただきたいというふうに思っております。

（議長）よろしいでしょうか。

他に、ご意見はないでしょうか。ご質問でも。 はい、どうぞ。



（委員）お願いなんですけれども、先ほどの説明の中で、医療計画と介護計画の整理の調

整というお話がありましたので、今回、佐川町の高北病院さんに対するお願いの一番最後

のページの中で、今後の地域の医療需要の変化に応じて公立病院としての役割をふまえ、

適切な見直しを図ってくれること、というのが中にあったんですが、ケアマネの意見を色々

聞いている中で、佐川町のほうで、胃ろうの方とかのショート先がちょっと限られる。そ

れに苦労しているという声がありまして、老健でも、それが受け入れないところがあった

りして。

特老なんかは、そういうの、褥瘡があったらダメ、胃ろうならダメ、それから、インス

リンが自分で打てなかったらダメという、色んな制限がかかるところが多いんですが、そ

ういうところを拾ってくれるのが、老健だったりするんですけど、老健でも、それが受け

られないところが、ちょっと受けにくい環境にあるという声を聞いたので、そういうとこ

ろも。

それとレスパイトとか、レスパイトの入院がし難いと、重度の方の在宅が難しくなって

くるという声も聞きますので、そういうのを一緒にちょっと、より移動しやすいようにお

願いしたいところです。

（事務局）ありがとうございます。

今回の高北病院、実際、高北病院さん、いらっしゃるので、私が言うのも何なんですけ

ども、いわゆる地域のレスパイトとかそういった需要を、やはり、受け止めたいというよ

うなことをおうかがいししておりますし、また、今回の調整会議の中でも、その旨、各委

員さんには説明をさせていただいたところです。

ですので、そういったことを受けるための病床の、いわゆる回復期の病床の増というふ

うに、私共、思っておりますので、そのへんにつきましては、また保健所、それから、病

院さんともお話をしながら考えていきたいというふうに思っております。

（議長）ほかに、ございませんか。

先ほどの説明の中で、この高度急性期、急性期、回復期、慢性期の、もう一回、見直し

をしたいというふうに言われていますよね。だったら、もう１回、この数値が基本的に、

根本的にこの数字が全部変わってくるんじゃないですかね。

例えば、この佐川町の高北病院だって、実際は、地域包括ケア病床というのは、これは

どっちかというと回復期に入る。ですが、病棟単位の整理となるため、今現在は急性期の

分類は入っているんですね。このへんの数字の見直しをもう１回するんだったら、これ、

全然変わってくるのではないかと思うんですが、どうですかね。

（事務局）はい。数値の変更、見直しといたしましても、根本的に全部変えていくという



ことではございません。高度急性期に関しましては、６ページを見ていただければいいん

ですけれども、そちらにありますように、７対１でも特定の入院料、ＩＣＵとか、そうい

ったようなところを使っているところが入るけれども、実際には、急性期のほうに７対１

であってもおりるものがあるのではないでしょうか。

それから、先ほど、急性期のほうと回復期の、実際、この急性期と回復期の境目という

のは非常に不明確でして、国のほうも、急性期でもありながら、やはり、在宅とか、そう

いったことに向けた回復期を担っている病床もあるのではないかと。それは一定、認めて

いきましょうということの変更があったというところになります。

ですので、これを受けまして、あくまでも病床機能報告というのは、病院さんが自ら、

この病棟はここですよということを申し出るかたちになっておりますので、こういったこ

とを参考に、もう一度やっていただければというふうに思っております。

やはり、そういったことにつきまして、各病院から、今回の病床機能報告、１１月とい

うことになっていますので、もう締め切りは来ているんですけれども、そういった質問も

ございましたので、私共の方から説明の文書というものを改めて１０月中に出させていた

だいたところであります。

ですから、会長が言われるように、全て変わるということはございませんが、やはり、

そういうグレーゾーンをどう見るか。それについて国が新たな方針を出してきたので、そ

こを検討しながら見てください。私共も今年度の、そういったものがありますので、どう

いったような病床機能の報告が出るかということは、非常に注視をしていきたいと考えて

おるところです。

（議長）はい。なかなか、難しいですね、これ。病棟単位で何対何で分類しているわけで

すね。

（事務局）そうですね。それもひとつありますし、また、医療点数で何点というようなと

ころで切るやり方もありますし、実際の機能でやるところもあったりしますので、実際、

ひとつのやり方でばっさり切るわけでありませんので、そのあたりは、各病院さんの現状

に合ったやり方でやっていただければというふうに考えております。

（議長）他にございませんか。

この５ページですね。５ページの下側に、この仁淀川部会の具体的な、各病院さんの数

値が、例えば、白菊園病院さんは１４０、療養病床１４０になっていますよね。そこの集

計、合計が６７７でしょう。下に下がっていって、合計の、仁淀川サブ区域の療養病床の

合計が６７７になっていますよね。別に、その白菊園病院が１４０だからということでは

なく、この欄の合計が６７７ですよね。この数値は結局、左側の慢性期の８２８じゃない

んですね、結局。全然、数値が合いませんから。慢性期の中の療養病床が６７７と。



（事務局）そうですね。慢性期の中には、例えば、障害者病棟とか入っているので、それ

は療養病床ではないので、数字を合わせると差はありますね。

（議長）そういう意味？

（事務局）はい。ですので、実質の療養病床の数を出すという意味で横に出して、６７７

という数字を改めて書かせていただいたということになります。

（議長）なるほどね。

この中の右のほうの９８と２３７というふうにありますわね。基本料が２と。それから、

介護療養が２３０と。これが、今度対象になって０になっていくんですね。

（事務局）そうですね。国の方では、今年度末に０という予定でしたけれども、介護療養

のほうにつきましては、既に６年の延長が決まっています。それから、療養、いわゆる基

本料２、いわゆる２５対１につきましては、現在、国のほうで延長すべきという声もかな

り出ておりますので、その協議が今進んでいるところということになっております。

（議長）はい、わかりました。

ほかに、何かご意見、ご質問、ないでしょうか。

それでは、時間も迫りましたので。それでは議題につきましては、これで終わりたいと

思います。

事務局のほうは、本日の意見を集約して、次回以降につなげてください。それでは、事

務局のほうにお返しします。

（事務局）はい。委員の皆様につきましては、多くの貴重なご意見をいただきまして、ま

ことにありがとうございました。

事務局としましては、本日のご意見等を参考に、今後の施策ですとか、次回の調整会議

の論点の検討に繋げていきたいと考えております。

それでは、以上をもちまして、平成２９年度第１回の地域医療構想調整会議中央区域仁

淀川部会を終了いたします。本日はまことにありがとうございました。

▲▲▲（終了）▲▲▲


